
（別紙４） 

 

設計業務実績等調書 

 

商号又は名称：                                 

 

所 在 地：                                 

 

 

① 平成２５年４月１日以降において吉野郡内・五條市（旧大塔村・西吉野村）宇陀郡の簡易水道

事業体（１市・１０村）において、簡易水道施設の改良設計（契約金額５００万円以上）の設

計実績 

資格の対象となる実績は、平成２５年４月１日以降において吉野郡内・五條市（旧大塔村・

西吉野村）宇陀郡の簡易水道事業体（１市・１０村）において、簡易水道施設の改良設計（契

約金額５００万円以上）の設計実績 

業 務 名  

発 注 機 関  

業 務 場 所  

受 注 金 額             円 

工期（最終）   年  月  日 ～    年  月  日 

【注意】 

・平成２５年４月１日以降なるべく直近の実績を１件記載し、当該実績の業務内容が的確に判断でき

る必要最低限の資料（契約書の写し等）を添付して下さい。なお、契約書を添付する場合には、業

務等の内容を確認できる書類（仕様書・図面等）を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


